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東員町地域支えあい活動団体（登録順、敬称略）

ふ
く
しわ

　東員町内の自治会程度の地域で、支えあい安心して暮らせるまちづくりの基盤とすることを目的と
した、住民の主体的な支えあい活動団体です。

お茶しませんか（笹尾東4丁目） ろくちゃんカフェ（六把野新田）

大木地区地域福祉委員会（大木）

3丁目さくらカフェ（城山3丁目）

八幡新田見守りネットワーク（八幡新田） ふれあいカフェちょうわ（長深）城山壹シニアクラブ喜楽会・サロンCafé（城山1丁目）

カフェとっとり（鳥取）

カフェにしよん（笹尾西4丁目）瀬古泉カフェ（瀬古泉）

カフェみなみ（南大社）

やまだ家（山田）

中上CAT（中上）

健遊会（笹尾西4丁目）
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理事の紹介理事の紹介

地域支えあいの取り組み 
～地域福祉＝住み慣れた地域で、普段の暮らしで幸せを～

　令和3年3月に開催された評議員会によって、東員町自治会長
会会長・早川斉氏、東員町こども家庭課課長・太田憲明氏に理事
に就任いただきました。東員町社会福祉協議会は、東員町にお住
いの皆さまや関係機関とともに地域福祉推進に努めてまいります
ので、今後とも変わらぬご理解ご協力をよろしくお願い申し上げ
ます。

　東員町社会福祉協議会では、地域福祉（だれもが普段の暮らしで幸せを感じられるように、地域の人と人が
お互いに助けたり助けられたりできるようにする福祉）の推進を図ることを目的として、様々な取り組みを行
っております。
　その中でも、すべての方がいつまでも住み慣れた地域で幸せに過ごし続けるにはどうしたら良いのか話し合
い、住み心地のよい地域を実現する場である“地域福祉座談会”を各自治会に推奨させていただいており、現
在18地区の自治会にご賛同いただいております。
　今後も地域のみなさんと一緒になって、地域の支えあい活動がより活発になるよう全力でお手伝いさせてい
ただきます。
～地域福祉座談会開催地区（開催開始順）～
　 平成25年　中上・笹尾東4丁目
　 平成26年　瀬古泉・八幡新田・筑紫
　 平成27年　笹尾東2丁目・大木・穴太
　 平成28年　笹尾西1丁目
　 平成29年　城山2丁目・城山1丁目・城山3丁目・鳥取
　 平成30年　南大社・笹尾東1丁目
　 令和元年　 長深・山田
　 令和2年　 笹尾西4丁目

・早 川 　 斉
東員町自治会長会会長（中上自治会会長）

・太 田 憲 明
東員町子ども家庭課課長

新 理 事 （敬称略）

会長挨拶
東員町社会福祉協議会　会長　安藤修平

　新しい年度の春を迎えました。昨年度は、コロナ禍で何かと困難な状況だったにもかかわらず、本
会に対し格別のご支援ご協力を賜り、誠にありがとうございました。改めまして心からお礼を申し上
げます。
　世界がどのように変化していくのか想像もつきませんが、本会は足元をしっかり固め、地域に必要
とされる社会福祉協議会の為すべき事業を丁寧に進めていく所存でございます。
　新しい生活様式に配慮した地域福祉活動について町民の皆さまと一緒に考え、ネットワークを最大
限に活用し、社協職員一丸となって業務に邁進してまいりたいと考えておりますので、一層のご協力
を賜りますようお願い申し上げます。

ふち　いき く し
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予算 会費
寄付金
町補助金
共同募金配分金
受託金
貸付事業
事業収入
負担金
介護保険
障害福祉サービス等
受取利息
雑収入
事業区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
前期末支払資金残高
　　　　 合　計

3,600,000円
2,001,000円
35,139,000円
3,154,000円
35,790,000円
300,000円
592,000円
2,132,000円

158,074,000円
23,542,000円

21,000円
502,000円
6,249,000円
4,210,000円

100,350,000円
375,656,000円

人件費
事業費
事務費
貸付事業
助成金
負担金
固定資産取得支出
積立資産支出
事業区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
予備費
　　　　 合　計

198,529,000円
11,741,000円
35,466,000円
300,000円
4,872,000円
329,000円
1,973,000円
10,478,000円
6,249,000円
4,210,000円

101,509,000円
375,656,000円

収
　
　 

入

支 

　
出

令和3年度 事業計画・予算

法人運営分野
●理事会・評議員会の開催・監査の実施
●戸別会費・特別会員の募集
●職員研修・人権意識の向上
●日赤社資増強運動の実施
●安全衛生委員会の開催　　　　　など
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地域福祉分野
●地域包括支援センターの運営
●生活支援体制整備事業
●地域福祉座談会の支援
●福祉のつどいの開催
●シニアカレッジの開催
●子育て支援事業の実施
●シニアクラブ等の団体支援
●地域ボランティア制度の実施
●民生委員児童委員協議会との協働
●とういん災害ささえあい委員会との協働
●「ふくしのわ」・ホームページによる
　地域福祉の情報提供・地域活動の紹介
●心配ごと相談・無料弁護士相談の開催
●福祉用具無料貸出事業
●配食サービスの実施
●介護タクシー助成事業
●日常生活自立支援事業
●生活困窮者自立支援事業・公的貸付事業
●災害ボランティアセンター事業
●福祉有償運送事業
●共同募金委員会の活動支援及び助成

など
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介護保険サービス・
障がい者福祉サービス部門
●訪問介護事業
●通所介護事業
●居宅介護支援事業
●障がい児者訪問介護事業
●日中一時支援事業
●障がい児者の相談支援事業とサービス利
用計画の作成
●通所型サービスB
●短期集中訪問型サービスC
●地域リハビリテーション活動支援事業
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事業内容
令和3年度重点項目

　すべての方がいつまでも住み慣れた地域で幸せに過ご
し続けるにはどうすると良いのか話し合い、住み心地の
よい地域を実現する場として、多数の自治会さまにご賛
同いただいております。引き続き地域の支えあい活動が
より活発になるよう全力でお手伝いさせていただきます。

　年齢や世帯構成に関係なく、生活全般の困りごとや不
安を抱えている方の相談に応じ、その方とともに最もよ
い生活再建方法を一緒に考え、生活の維持及び再建、自
立に向けたきめ細やかな相談支援を行います。

　令和2年度より地域包括支援センターの業務を東員町
から受託しています。 ‘できないことへの支援ではなく、
活躍するための支援’を基本理念とし、引き続き誰もが住
み慣れた地域でその人らしい生活を継続できるよう、包
括的に支援します。

★地域福祉座談会

★地域包括支援センター

★生活困窮者支援事業



　東員町社会福祉協議会は、東員町にお住いの皆さまがいつまでも安心して暮らし続けることができるよ
う、皆さまのご協力とご参加を得て活動を進めています。その事業財源は、町補助金などのほか、皆さま
からの貴重な会費・寄付金収入等により賄われています。地域の福祉向上のため社協戸別会費（500円目
標額）の納入にご協力くださいますようよろしくお願い申し上げます。

•••社会福祉協議会戸別会費にご協力お願いします•••

地域福祉活動を知ってもらい、地域福祉に関
する知識、意欲をより高めてもらうことを目
的に、講演会や活動発表などを開催します。

協力いただく会費の使い道

　5月は赤十字月間です。赤十字社は愛の献血をはじめ、難民救済等の国際活動か
ら国内の災害救護など、博愛の理念を持って活動しています。毎年、皆さまの温か
いご協力をいただいているところですが、今年も一世帯あたり「500円以上」の社
費を目標とさせていただきますので、より一層のご理解とご協力をよろしくお願い
申し上げます。
　もしも被災したら…全焼・半焼（火事）、全壊・半壊（地震等）、水損（台風、洪水
等）の場合、日本赤十字社から毛布等の救援物資が支給されます。

日本赤十字社協力会員の募集

令和3年度

東員町社会福祉協議会戸別会費の募集

福祉のつどい
すべての方がいつまでも住み慣れた地域で幸
せに過ごし続けるにはどうすると良いのか話
し合い、住み心地のよい地域を実現する場で
す。

地域福祉座談会

おおむね60歳以上の方が地域福祉に関心を
もつきっかけとなるように、様々な講座を開
催します。詳しくは8ページ及び9ページを
ご覧ください。

シニアカレッジ
皆さまの心配ごとに弁護士と相談員が相談に
応じ、適切な助言や専門機関等の紹介を行い
ます。詳しくは12ページ及び社会福祉協議
会ホームページをご覧ください。

心配ごと相談・無料弁護士相談

4



5

町内の設置場所（敬称略・順不同）

　東員町共同募金委員会では、飲料メーカーの協力を得て、社会貢献型自動販売機による募金活動
を推進しています。「赤い羽根」マークがついた自動販売機で飲料を購入すると、その売上の一部が
赤い羽根共同募金に寄付される仕組みです。（※令和2年度募金実績は181,718円でした。ご協力
ありがとうございました。）
　社会貢献のひとつとして設置場所にご協力いただける団体や企業の方は東員町共同募金委員会
（☎76ｰ1560）までお問い合わせください。

東員町共同募金委員会  会長あいさつ
　青葉繁れる好季節を迎え、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。
　令和2年度赤い羽根共同募金につきまして、町民の皆さまから温かいご支
援とご協力を賜り心から厚くお礼申し上げます。
　赤い羽根共同募金は、東員町の福祉のため、地域福祉推進活動助成、生活
困窮者支援食糧提供事業など、地域の中で有効活用させていただきます。
　今後とも募金活動へのご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 水谷　隆

東員町共同募金委員会
会長

いつでもだれでも社会貢献していただける自動販売機です

　子育て支援ネットの皆さんが開催されていました『子育て応援ルーム』は、
今後の活動について話し合いを重ねています。
　詳細が決まり次第、社協ホームページ等でお知らせいたします。

地域で子育て応援事業

●社会福祉法人東員町社会福祉協議会　東員町ふれあいセンター内　2台
●社会福祉法人いずみ　くろがねもーち駐車場（中部公園東側）
●有限会社ケアックス　デイサービスセンター「みんなの家城山」（城山2丁目バス停東側）
●株式会社SHIN EI　グループホームなでしこの家　敷地内
●社会福祉法人健和会　住宅型有料老人ホームバーデハウス東員　玄関前
●NPO法人小規模多機能サービス宅老所紫苑　デイサービス第3紫苑　西側
●株式会社ADEKA三重工場　敷地内
●扶桑工機株式会社東員工場　敷地内
●株式会社ナカノフドー建設名古屋支社　三重福祉会建設現場
●パブリック東員工場株式会社　敷地内
●株式会社OSK　本社工場・八幡工場　敷地内
●大仲さつき病院　敷地内

　介護タクシーを利用される際に使えるタクシーチケットを助成しています。お
買い物や同窓会、病院など行き先は自由です。
　ご希望の方は、介護保険証の写しを添えて申請書を社会福祉協議会事務局ま
でご提出ください。（代理の方の申請が可能です。）
【対象】　東員町より「要支援1・2」「要介護1・2」の認定を受けている方
【内容】　1年度につき670円のチケット4枚（2,680円分）をお渡しします。
　　　　※利用期限は、申請された年度の末日（毎年3月31日）です。

介護タクシー助成事業

★新規事業所として『介護タクシーサービスポノポノ』（四日市市曽井町　
📱090ｰ4262ｰ6190）が加わりました。
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東員町共同募金委員会ニュース

～たくさんのご協力、誠にありがとうございました～
令和2年度赤い羽根共同募金運動 実績報告

［筑紫］
・石光工業㈱東員工場
・㈱LINK
［穴太］
・伊藤土建㈱
・㈲電化のベル
・北東自動車㈱
・NTN㈱精密樹脂製作所
・㈱巧建社
・（医）康誠会　東員病院
・㈱アサヒダイテック
［山田］
・㈱みつわポンプ製作所
・中村商店　中村富治
・㈱ADEKA
・三重加工サービス㈱
・三重県東員町山田農事組合法人
・三重重工業㈱
・大起産業㈱
・㈱ラフィーネ

●最終実績一覧
目 標 額
実 績 額
目標達成率

3,911,300円
4,196,018円
107.28%

戸 別 募 金
街 頭 募 金
法 人 募 金
職 域 募 金
イベント募金
そ の 他
合  計

2,978,905円
102,174円
675,668円
94,173円
61,321円
283,777円
4,196,018円

5,959件
19箇所
58件
37件
6件
24件

6,103件

●法人募金にご協力いただいた皆さま（敬称略、順不同）

●運動別実績一覧

［六把野新田］
・横村医院　横村伊津夫
・㈱キョクナンドー員弁店
・岩花内科　岩花正巳
・イヅモヤ　伊藤道治
［鳥取］
・南部武司事務所
・㈱三エスゴム
・㈱サンジキモータース
　スズキ販売員弁店
・バレースターズ㈱
［八幡新田］
・㈲鈴木商店
・㈲小川設備
［大木］
・三林精工㈱
・豊通ヴィーテクス㈱
・中日装業㈱
・名阪ツーリスト㈱

［北大社］
・㈱睦サポート
［南大社］
・一色建設㈱
・㈲中山モータース
［中上］
・㈲フロアコート
［笹尾西］
・㈲近藤加工所
・㈲丸忠土建興業
［笹尾東］
・アース建設㈱
・東海システムアンドサ
ポート㈱
・月乃舎
・㈱中京銀行西桑名支店
・㈱リード・ガイロビカ
［城山］
・㈲モリワキ薬局

［町外］
・㈱ミエデンシステムソリューション
・㈱ SEED
・新生ビルテクノ

㈱名古屋支店
・㈲Nプラン設計
・㈱カキトー
・丸武商会
・ACT森設計　森辰治
・中日本航空㈱
・中京医療㈱
・いなべ市自家用車協会

いなべ地区安全
運転管理協議会

・三愛物産㈱三重支店
・㈱アクティブ
・（医）わたなべ整形外科

●職域募金にご協力いただいた社員・職員の皆さま（法人名等・敬称略、順不同）
［企業］
・( 福 ) 健和会　パークレジデンス
・㈱ADEKA
・エバ工業㈱
・TOYO　TIRE ㈱
・大起産業㈱
・NTN㈱精密樹脂製作所
・シグマー技研㈱
・扶桑工機㈱
・㈱デンソーワイズテック　東員工場
・東員郵便局
・宅老所　和楽
・㈱結　デイサービスりぼん

・㈱トータルサポート三重
・大日コンクリート工業㈱
・㈲ケアックス　みんなの家
・㈲椛
・㈲サトー工業
・㈲だいち
［官公庁］
・東員町シルバー人材センター
・東員町子育て支援センター
・東員保育園・神田幼稚園
・いなべ保育園・稲部幼稚園
・みなみ保育園・三和幼稚園
・笹尾第一保育園・笹尾西幼稚園

・笹尾第二保育園・笹尾東幼稚園
・しろやま保育園・城山幼稚園
・神田小学校
・稲部小学校
・三和小学校
・笹尾西小学校
・笹尾東小学校
・城山小学校
・東員第一中学校
・東員第二中学校

①ふれあい型配食サービス事業
②介護タクシー助成事業
③福祉用具貸出事業
④地域で子育て応援事業

　お寄せいただいた募金は、今年度、以下の
事業に活用させていただきます。

⑤送迎車両貸出事業
⑥生活困窮者支援食糧提供事業
⑦地域福祉活動推進助成事業

　赤い羽根共同募金の使い道
●令和2年度お寄せいただいた
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赤い羽根共同募金配分助成（令和4年度配分）を
活用する団体を公募します

受付期間
令和3年5月7日（金）～ 5月31日（月）※当日消印有効
◎まずは東員町共同募金会までお問い合わせください。
助成金額
活動経費の4分の3または以下に定める額のいずれか低
い額を上限とします。

　東員町共同募金委員会では、計画募金の趣旨に則り、令
和4年度に計画している事業への助成申請を公募します。
“じぶんのまちを良くする活動”に取り組む皆さまの応募を
お待ちしています。

対　　象
以下の条件を全て満たす、自ら地域の課
題解決に取り組む団体。
●設立後、満1年以上経過していること
●前年度に共同募金の助成を受けていな
いこと
●会則・規約を備え、代表者が選任され
ていること
●企業、政治、宗教団体などから独立し
て運営されていること
●活動から生じる利益を構成員に配分し
ないこと
●活動実績、会計状況を自ら公開できる
こと
●活動計画、活動報告、予算、決算が整
備されていること
●共同募金の趣旨について理解、共感し、
この運動に自ら積極的に参画、推進す
ること
※その他詳しくは、東員町共同募金委員
会までお気軽にお問合せください。

申込方法
指定の申請書を受付期間内に東員町共同
募金委員会へ提出してください。
申請書は、委員会窓口のほか、三重県共
同募金会ホームページからもダウンロー
ドできます。
http://www.miewel-1.com/bokin/

〈じぶんの町を良くする循環〉

集める（募金）
課題への共感をPRする

募金運動

使う（助成）

令和3年度

令和4年度

課題解決の取組を実行する
取組結果を報告する

［穴太］
・（医）康誠会　東員病院
［山田］
・（福）いずみ　くろがねもーち
・東員町文化協会
・東員町役場
・東員町総合体育館
・東員町保健福祉センター
・東員町総合文化センター

●街頭募金運動（募金箱設置）にご協力いただいた皆さま（敬称略、順不同）
・東員町ふれあいセンター
・東員町社会福祉協議会
［六把野新田］
・㈱三重銀行東員支店
・三重北農業協同組合神田支店
・カフェレスト　白馬
［鳥取］
・桑名三重信用金庫員弁支店
・スズラン

［長深］
・イオンリテール東員店
［笹尾］
・うめだ接骨院
［城山］
・アントニオ
・城山 2丁目自治会

・ガールスカウト三重県第12団
・東員障がい児者友の会
・笹尾東4丁目地区“お茶しませんか”

●イベント募金運動にご協力いただいた皆さま（敬称略、順不同）
・東員町シニアクラブ連合会
・いのちの言葉プロジェクト
・東員シニアゴルフクラブ

・東員町共同募金委員会

申込・問い合わせ　東員町共同募金委員会　TEL：76ｰ1560　東員町山田2013（東員町社会福祉協議会内）

工事
30万円

備品購入
30万円

その他事業全般
30万円

話し合う（計画・評価）
解決すべき課題を明らかにする
取組結果を評価し、公表する
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東員町シニアカレッジとは

募集要項

受講生
募集

令和3年度（第46期）

東員町シニアカレッジ
①地域活動等に興味を持っていただいたり、ボランティア活動を始めるきっかけの場
②仲間づくり、生きがい、社会参加、フレイル（年齢を重ね心身の活力が低下した状態）の予防等のため
　に学び、交流する場

シニアカレッジ 
　卒業生からのメッセージ

・特に印象に残っている講座は「文
化・歴史講座」です。改めて猪名
部神社の歴史や員弁の偉人など
を知ることができる機会となり、
参加して良かったです。

・いろいろな講座を聞く機会があ
り、とても勉強になりました。
これからも地域の活動に参加し
て、つながりを大切にしたいと
思います。

１．受講資格
町内に在住する60歳以上（令和3年4月1日現在）の方

2．申込方法
●申込は先着順となります。
●下記申込先に電話、メールまたはご来所いただきお申込くだ
さい。
　申込の際は『ご住所・ご氏名・電話番号・年齢』をお伝えくだ
さい。
●シニアクラブに加入されている方には、一般公募枠とは別に、
特別申込枠があります。詳しくは所属するクラブの会長さん
にお問い合わせください。
●第45期までの卒業生は受講できません。

3．申込期間
令和3年5月7日（金）～５月31日（月）　（※土日祝日は除く）

4．受付時間
午前8時15分～午後5時

5．定員
45名（うち一般公募は20名）

6．注意事項
●受講確定後にキャンセルされた場合、令和3年度（第46期）
受講者として登録されますので、今後受講できません。
●開講後の円滑な運営のため、申込時にいただいた個人情報の
うち、「氏名」「住所」「電話番号」を明記した一覧表を、講師及
び受講生全員に配布いたしますので、あらかじめ同意の上、
お申し込みください。
●受講料は無料ですが、受講内容によって実費が必要な場合が
あります。
　実費負担の詳細については、実施するなかで随時ご案内いた
します。
●卒業要件として、全15回中（入学式・卒業式除く）、10回以
上の出席が必要です。
●他事業との連携を図る観点から、特別講義を開催することが
あります。
●要約筆記が必要な方はノートテイクにて対応いたします。必
要な方は申込時にお伝えください。

7．申込・問い合わせ先
東員町社会福祉協議会　総務福祉係
☎：76ｰ1560　FAX：76ｰ1559
Eメール：fukushi@toinshakyo.or.jp
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令和3年度（第46期）東員町シニアカレッジスケジュール
月　日 時　間 会　場

6月21日（月）

7月8日（木）

8月5日（木）

9月（※詳細は後日）

10月7日（木）

11月11日（木）

12月9日（木）

1月13日（木）

2月10日（木）

3月10日（木）

9：30～10：30

10：00～11：30
13：00～14：30
10：00～11：30

13：00～14：30

未定
8：00～18：00
10：00～11：30
13：00～14：30
10：00～11：30
13：00～14：30

10：00～11：30

13：00～14：30

10：00～11：30

13：00～14：30

10：00～11：00 ふれあいセンター

議会議場
町外

総合体育館

ふれあいセンター

ふれあいセンター

ふれあいセンター

ふれあいセンター

ふれあいセンター

ふれあいセンター

ふれあいセンター

入学式

東員町の歴史について学びます。

9月定例議会見学。
他の市町と交流、また受講生同士の交流を深めます。
東員町の教育について学びます。
楽しく運動してリフレッシュする大切さを学びます。
障がいのある方との共生について学びます。
毎日いきいき元気に生活する秘訣について学びます。
市民活動、ボランティアについて活動者の事例
から学びます。
地域で始まった支えあいの実践発表から学びます。
判断能力が不十分な方の権利を守る制度『成年
後見制度』について学びます。

卒業式

これまでの講座を振り返り、学んだことや感じ
たことを共有します。

東員町の現状とこれからの展望について学びます。
議会の仕組みと東員町議会の活動について学びます。
東員町の高齢化の現状、地域包括支援センター
の取組について学びます。

科 目
式典

文化・歴史

10：30～12：00 自己紹介とシニアカレッジの趣旨、修了認定な
どをご説明します。

オリエン
テーション

政治
議会

高齢者福祉

議会
修学旅行
教育
体育

障がい者福祉
医療

ボランティア

地域

法律

振り返り

式典

内　　容

※日程、内容が異なる場合があります。予めご了承ください。

　令和2年度（第45期）東員町シニアカレッジ卒業式が令和3年3月25日（木）に行われ、28名の方が卒業されまし
た。皆さま、ご卒業おめでとうございます！
　卒業式では、卒業生が一人一人修了証書を受け取り、来賓から祝辞をいただきました。
　今年度は日程や内容の大幅な変更で大変ご迷惑をおかけしましたが、開催した講座では熱心に講義を聞かれたり、
積極的にご質問をされたり、意欲的に受講される姿が印象的でした。シニアカレッジを通して、多くの卒業生に地域福
祉活動に関心を持っていただきました。今後も楽しく元気に地域で活躍していただけると嬉しく思います。

第45期シニアカレッジ
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－「相談していいのかな」と迷わず、まずはご連絡ください－

こんなことはございませんか？

　東員町地域包括支援センターでは、主任ケアマネジャー、保健師または看護師、社会福祉士が介護や福祉、医療
など地域の高齢者だけにとどまらず、総合相談窓口として分野を超えた幅広い相談をお受けします。
　電話、来所、また必要な場合には職員がご自宅まで訪問いたします。
　ご本人からだけでなく、家族、近隣に暮らす人などからもご相談いただけます。

【高齢者の健康・元気を支えます】
心身が弱るのを防ぐために、地域の活動のご案内や介護予防ケアプラン作成などの介護予防支援を行います。

【暮らしやすい地域づくり】
地域で活動される住民の方や医療機関、行政、民間の様々な事業所、その他の関係機関との連携体制づくり
を進めています。

【高齢の方の権利を守ります】
虐待を受ける高齢者の支援や、適切な判断ができずお金の管理や契約などに困っている方を支援します。

【多方面からみなさんを支えます】
民生委員児童委員協議会と協力して地域の高齢者の実態を調査したり、みなさんを支えるケアマネジャーを
支援し、質の高い支援の提供に努めています。

東員町地域包括支援センター　担当地区：東員第一中学校区　☎86ｰ2856（東員町役場内）
東員町第二地域包括支援センター　担当地区：東員第二中学校区　☎76ｰ7771（笹尾連絡所内）

骨折して入院。前よ
り足が弱ってしまっ
た。リハビリしたい
し、退院後の暮らし
が心配。
介護サービスってど
うやって使うの？

隣の家から怒鳴り
声とおばあさんの
悲鳴が聞こえる。
大丈夫かな。

最近、一人暮らし
の母の物忘れが気
になって…。
認知症かも。病院
に連れて行きたい
けど、どこで診て
もらえる？

健康に暮らしたい。
体や脳が弱らない
ように予防のため
に何かやりたいな。

東 員 町 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー

病気で高齢の父の世話を
私が全てしている。
疲れてしまった。

地域包括支援センターでは、こんな取組みもしています

どんなことでも、お気軽にご相談ください
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東員町地域ボランティア制度

備品貸出のご案内

　誰もが住み慣れた場所で、安心して暮らし続けたい…その願いをみんな
で実現してくために平成26年にスタートしたポイント制ボランティアの制
度です。
　活動場所は町内の介護施設、各園、各小中学校、東員町地域支えあい活
動登録団体など様々です。昨年度からは、個人宅での傾聴ボランティアや
国、地方公共団体等が主催する東員町内のイベント等にともなう活動も、
モデル事業の対象として取り組んでいます。
　また、登録者の得意な分野で講座をお願いすることもあり、学びを深め
る機会となっています。
　ボランティア登録にあたって、事前説明会への参加をお願いしています。
興味をもたれた方はご参加されませんか？
【令和3年度説明会】
7月26日（月）、10月25日（月）、1月31日（月）
場所：ふれあいセンター　時間：10時～
※個別対応もしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
【問い合わせ先】　東員町社会福祉協議会　☎76ｰ1560　FAX76ｰ1559

【問い合わせ先】　東員町社会福祉協議会　☎76ｰ1560　FAX76ｰ1559
　　　　　　　　 Eメールfukushi@toinshakyo.or.jp

　東員町社会福祉協議会では、本会会員や本会主催事業にご協力いただける方に対して、備品を無料で貸し出しし
ています。貸出期間は2週間以内で、貸出は先着順です。詳しくは本会までお問い合わせください。

・かき氷器
・麻雀セット
・ビンゴゲーム機（12㎝×11㎝）
・ポケトーク
・卓球台
・レジャーチェア
・簡易テント
・テント
・テーブル付椅子

（地域ボランティア・佐野勉さんから一言）
　傾聴は、相手（話し手）に共感しながら受容的に聴くこと等「スキル（技能）」が大切で
すが、私は【習うより慣れよ】をモットーにしています。
　これまでは高齢者施設などが活動の主体でしたが、今はコロナ禍で一人暮らしの方な
どの自宅を訪問する訪問型の傾聴ボランティアが増えています。相手（話し手）から「ま
た来てな」「話を聴いてもらえて良かった」「訪ねてきてくれると有難い」など聞かせて頂
くと私自身『人生の生き方』の幅が広くなり、相互支援になるように思います。

・ペタンク
・ユニカール
・輪投げ
・ゲーゴルゲーム
・ディスゲッター９
・永久保存版・爆笑王やすしきよしDVD全6巻
・高齢者向け体力測定用具
・高齢者疑似体験セット
・プロジェクター

・スクリーン
・ワイヤレスアンプ
・スピーカー
・スピーカースタンド
・台車

【貸出備品】

「地域の子どもさんたちの
ために…」と、カフェ内
で子どもたちと一緒にか
き氷を楽しみました。一
瞬で削れる氷に子どもさ
んたちは大喜びで、大人
も童心にかえることがで
きました。

　麻雀を通して地域の方々が交
流する機会を持ちました。経験
者はもちろん初心者の方も有意
義な時間を過ごされました。



東員町母子寡婦福祉会　総会・交流会2021東員町母子寡婦福祉会　総会・交流会2021
　母子寡婦福祉会の“総会”“交流会”を開催します。軽食を取りながら身近な生活のことや会への思いを語り合う
会としたいと思います。
●日時　7月10日（土）　11：00～ 13：00　●場所　ふれあいセンター　1F　会議室1
●参加費　無料（申込不要）　※時間内出入り自由です。　※諸事情により中止の場合もございます。
●問い合わせ先　東員町母子寡婦福祉会（会長：永井）　TEL：090ｰ3388ｰ0118
※東員町母子寡婦福祉会に加入を希望される方は年会費(500円)が必要です。

心配ごと相談・無料弁護士相談心配ごと相談・無料弁護士相談

開催日時　★東員町ふれあいセンター（一般相談・無料弁護士相談）
6月7日（月）、7月5日（月）、8月5日（木）、9月6日（月）、10月5日（火）　9：30～ 11：30
★笹尾コミュニティーセンター（一般相談・無料弁護士相談）
5月16日（日）、6月20日（日）、7月18日（日）、8月15日（日）、9月19日（日）　9：30～ 11：30

●受付先・問い合わせ先　東員町社会福祉協議会　TEL：76ｰ1560　FAX：76ｰ1559
　　　　　　Eメールアドレス：fukushi@toinshakyo.or.jp　※土日祝日は予約受付しておりません。

　東員町社会福祉協議会では、ホームページに掲載するバナー広告を募集しています。こまめに更新して、アク
セス数の増加を目指しております。企業、商店などの皆さまの広告媒体として積極的にご活用ください。

東員町社会福祉協議会ホームページ  バナー広告募集東員町社会福祉協議会ホームページ  バナー広告募集

　東員町社会福祉協議会
◀ホームページ
　QRコード

　東員町社会福祉協議会
◀フェイスブック
　QRコード

福祉・地域の情報はこちらでチェック！

このコーナーへの掲載を希望する方は、社会福祉協議会
（TEL76-1560）へご連絡ください。コーナーおお知知ららせせ

縦50ピクセル×横170ピクセル
形式：JPEG
データ容量：4KB以内　
トップページ右側
1枠　月額1,000円
3枠（1者1枠）
枠に空きがある場合は随時募集

東員町社会福祉協議会　総務福祉係　TEL：76ｰ1560　FAX76ｰ1559

広 告 枠 の 規 格

広 告 枠 の 位 置
広 告 掲 載 料
募 集 枠 数
申 込 締 切
掲載できない広告

申込・問い合わせ先

　　ハロー  　　　   ふあんは  ほうかつ いつも  むりなく

（福祉・ボランティア・市民活動以外の内容や、政治・宗教・営利目的の内容は除きます。）

※原則、広告主が作成するものとします。

　無料弁護士相談は1日4組の予約制ですので、ご希望の方は下記まで電話連絡をお願いいたします。相談の際は、
関係書類などをお持ちいただくと、スムーズに相談に応じることができます。
　※裁判や調停中、他の弁護士を利用している場合は相談に応じることができません。

①公共性、中立性及び品位を損なう
おそれのあるもの
②法令等に違反するもの
③公の秩序又は善良の風俗に反する
もの
④人権侵害となるもの
⑤政治性のあるもの
⑥宗教性のあるもの
⑦社会問題についての主義又は主張
⑧個人又は法人の名刺広告
⑨資産等を含め良好な景観又は風致
を害するもの

⑩当該広告事業の内容を、社協が推奨し
ているかのような誤解をあたえるもの
⑪公衆に不快の念又は危害を与えるもの
⑫社会問題を起こしている業種又は事業
者の事業等を広告するもの
⑬社協の広告事業の円滑な運営に支障を
きたすもの
⑭消費者被害の未然予防又は拡大防止の
観点から適切でないもの
⑮青少年の保護及び健全育成の観点から
適切でないもの
⑯その他会長が広告掲載として適当でな
いと認めるもの


